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【提出日】平成23年3月25日(2011.3.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　植物油又は種子油である少なくとも１つの第１の成分と、ポリエーテルである少なくと
も１つの第２の成分とを含み、第１の成分が１０重量パーセント超で、かつ最大で８５重
量パーセントの量で存在し、かつ、第２の成分が少なくとも１５重量パーセントで、かつ
９０重量パーセント未満の量で存在し（ただし、それぞれの重量パーセントは第１の成分
及び第２の成分の総合重量に基づいており、また、合わされたとき、合計で１００ｗｔ％
になる）、－１０℃以下のＡＳＴＭ　Ｄ９７－８７での流動点、１０ｍｍ２／ｓ～１００
ｍｍ２／ｓの範囲内である４０℃での粘度、２．４ｍｍ２／ｓ～２０ｍｍ２／ｓの範囲内
である１００℃での粘度、及び、３０～２２５の範囲内である粘度指数を有する、潤滑剤
ブレンド組成物。
【請求項２】
　０．０５重量パーセント～３重量パーセントの範囲内である摩耗軽減量のアミンホスフ
ェート（ただし、それぞれの重量百分率は組成物総重量に基づく）；フェノール系酸化防
止剤及びアミン系酸化防止剤からなる群より選択される少なくとも１つであり、０．５重
量パーセント～１０重量パーセントの範囲内の総量で存在する酸化防止剤（ただし、それ
ぞれの重量百分率は組成物総重量に基づく）；腐食防止量の、ジノニルナフタレンスルホ
ン酸のナトリウム塩又はジノニルナフタレンスルホン酸のカルシウム塩；ポリオキシエチ
レンアルキルフェノール、そのスルホネート及びナトリウムスルホネート、ポリアミン、
ジエポキシド、エチレンオキシド及びプロピレンオキシドのブロックコポリマー及びリバ
ースブロックコポリマー、アルコキシル化フェノール及びアルコキシル化アルコール、ア
ルコキシル化アミン及びアルコキシル化酸からなる群より選択される解乳化剤；及び／又
は０重量パーセント超～約２重量パーセントの範囲内の量の流動点降下剤（ただし、それ
ぞれの重量百分率は組成物総重量に基づく）をさらに含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記第１の成分が、第１の成分及び第２の成分の総合重量に基づいて１５重量パーセン
ト～８０重量パーセントの範囲内の量で存在する、請求項１又は２に記載の組成物。
【請求項４】
　前記ポリエーテルがポリアルキレングリコール又は修飾ポリアルキレングリコールであ
り、ただし、修飾ポリアルキレングリコールが、１個から、１個～３０個までの炭素原子
を含有するアルキル部分を有するアルキルエーテル、又は芳香族エーテルからなる群より
選択される非反応性エンドキャップ部分を含むエンドキャップ化ポリアルキレングリコー
ルである、請求項１から３のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項５】
　前記第２の成分が、多価アルコールと、Ｃ６～Ｃ２２酸との合成エステルであり、ただ
し、多価アルコールが、トリメチロールプロパン、ネオペンチルグリコール、ペンタエリ
トリトール、ジペンタエリトリトール及び１，２，３－トリヒドロキシプロパノールの少
なくとも１つであるポリオールエステルをさらに含む、請求項１から４のいずれか一項に
記載の組成物。
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